
(証券コード2495)
平成23年６月９日

株 主 各 位

東京都千代田区九段南３－８－11飛栄九段ビル

ア キ ナ ジ ス タ 株 式 会 社

代表取締役社長 大 林 浩

第11期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第11期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

出席くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年

６月23日（木曜日）午後７時までに到着するようご送付くださいますよう

お願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 平成23年６月24日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都千代田区九段北4丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷 ７階白根

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第11期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報

告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

　第１号議案 取締役５名選任の件

　第２号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1． 　添付書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト(http://www.akinasista.co.jp/ir/library.html）
に掲載させていただきます。

2． 　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

Ⅰ. 株式会社の現況に関する事項

　1. 事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国の経済は、ゆるやかな景気回復を続けておりました

が、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によって急激に減速し、先の見え

ない状況となっております。当社が事業展開を行うインターネット広告市場は、

引き続き伸長しているものの、企業間の競争や技術や手法の移り変わりが激しさ

を増しております。特にスマートフォンの普及は予想を上回るスピードで進んで

おり、近い将来大きな市場となることが期待されます。また不適切な広告に対す

る規制強化とそれに関連するインターネット広告への信認低下から、淘汰される

サービスがある一方でより健全で信頼性の高いサービスが大きく伸張していく傾

向が見られます。

　こうした事業環境のもと、当社は事業の選択と集中と高収益分野への進出をさ

らに進め、収益改善を行うべく邁進いたしました。しかしながら携帯アフィリエ

イト広告の大幅な需要減少の影響や、新事業の進捗の遅れ、昨年度実施した不採

算事業からの撤退等により、売上高は918,650千円（前年同期比38.5%減）と減収

になりました。利益面では、不採算事業撤退による固定コストの減少や第４四半

期におけるスマートフォン広告の拡大による改善はあったものの、前記売上減少

と新事業開始のためのコスト負担が大きく、大幅な損失を計上することとなりま

した。しかしながら四半期損失は第２四半期を底に改善を続けており、また前事

業年度より損失の幅は大幅に改善いたしました。

　以上の結果、当事業年度における業績は、売上高918,650千円（前年同期比

38.5%減）、営業損失95,928千円（前年同期比8,572千円損失減）、経常損失109,183

千円（前年同期比4,218千円損失減）、当期純損失103,573千円（前年同期比

100,554千円損失減）となりました。このため、誠に遺憾ながら無配とさせていた

だきたくご了承をお願いしたいと存じます。

　 事業別の概況は次のとおりであります。
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（アドネットワーク事業）

　当事業分野においては、アフィリエイトネットワーク『Advanced Active

Affiliate(AAA:トリプルＡ）』及びモバイルアドネットワーク『Mobile Ad

Integrated Station(MAIST:マイスト)』により成果

報酬型を中心とするインターネット広告事業を運営しております。当事業年度

においては、「MAIST（マイスト）」に、特に下期後半には成長性の高いスマート

フォン分野に経営資源を集中し拡大させることで収益改善を進めました。しか

しながら、「AAA（トリプルＡ）」における携帯アフィリエイト広告の大幅な需要

減少の影響や、「MAIST（マイスト）」の進捗の遅れにより、売上高は425,977千

円（前年同期比49.7%減）、営業損失21,641千円（前年同期比47,092千円損失増）

となりました。

（広告代理事業）

　当事業分野においては、純広告や検索連動型広告の販売と運用を行っており

ます。当事業年度においては、モバイル広告需要の減少があったものの、新規

分野での広告取扱や仕入媒体の見直しによる利益率の改善を進め、売上高は

425,823千円（前年同期比21.1%減）、営業利益36,871千円（前年同期比10,075千

円利益増）となりました。

（自社メディア事業）

　当事業分野においては、電子書籍サイトやソーシャルアプリの開発、運用を

行っております。当事業年度においては、電子書籍サイトの会員増加を積極的

にすすめ、また株式会社ピージーオーとの合併により収益性の高いＳＡＰ（ソ

ーシャルアプリプロバイダー）事業への参入を行い、規模拡大と収益改善を進

めました。しかしながらＳＡＰ事業開始に伴うコストの負担が大きく、またＳ

ＡＰ事業の進捗の遅れにより、売上高は66,849千円（前年同期比26.2%減）、営

業損失は41,659千円（前年同期比3,273千円損失増）となりました。

　 以下ご説明いたしました事業の部門別の売上高は次のとおりであります。

部門の種類 売上高(千円) 構 成 比 前 年 比

アドネットワーク事業 425,977 46.4％ 50.3％

広 告 代 理 事 業 425,823 46.3％ 78.9％

自 社 メ デ ィ ア 事 業 66,849 7.3％ 73.8％

合 計 918,650 100.0％ 61.5％
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　2. 設備投資等の状況

　当事業年度におきましては、主として、アドネットワーク事業及び自社メディ

ア事業で利用するシステムの効率化や収益性の向上を目的として、システム投資

を行い、その総額は7,898千円でありました。

　3. 資金調達の状況

　当事業年度におきましては、運転資金の補充にある財務的安定性の強化のため、

株式会社みずほ銀行より15,000千円の借入による資金調達を行いました。

　4. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

　5. 他の会社の事業の譲受けの状況

　当事業年度におきましては、アドネットワーク事業の強化を図るため、平成22

年７月１日付で、株式会社シーエー・モバイルが運営していた「KEITAI Premium

Search!」及び「KEITAI CLICK!」事業を譲受けております。

　6. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　当社は平成22年９月10日を合併期日として、株式会社ピージーオー（以下「ピ

ージーオー」という）を吸収合併いたしました。その結果当社はピージーオーの

権利義務を包括承継しております。

　7. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

　8. 対処すべき課題

(1)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について

　当社は、携帯アフィリエイト広告の大幅な需要減少により売上高が大幅に減

少した結果、営業損失95,928千円を計上し、連続して営業損失を計上しており

ます。また、重要なマイナスの営業キャッシュ・フロー113,253千円を計上した

こと及び自己株式の公開買付けにより多額の支出を行ったことにより、資金残

高が大きく減少しました。これらにより継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。当社では当該状況を解消すべく「継続企

業の前提に関する注記」（「計算書類 個別注記表」）に記載されている対策を講

じてまいります。
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(2)スマートフォン広告分野への対応

　当社が事業を営むモバイルインターネット業界では、携帯電話端末が従来の

フィーチャーフォンから、より多機能でＰＣに近いスマートフォンへのユーザ

ーの乗り換えが急速に進んでおり、モバイルインターネット広告業界において

も需要がスマートフォン分野へ移り変わりつつあります。当社と当事業年度に

おいて「MAIST（マイスト）」のスマートフォン分野へのシステム対応を皮切り

に順次当社事業をスマートフォン分野へと対応可能なよう転換していくことが

必要になります。またそこでのノウハウ、国際化に伴う競争環境も従前とは違

ったものが想定され、システム面、人的にも対応していくことが必要でありま

す。

　 (3)システム及び内部管理体制のさらなる強化

　当社事業の拡大にあたり、増加するトラフィックや取引データを管理するシ

ステムを安定的かつ効率的に運用し、進化していく技術開発とその体制の早期

確立が必要となります。また、不正成果獲得の防止や、外部からの不正アクセ

スによる取引データ、顧客企業等の情報及び個人情報保全のため、システムの

安全性強化の施策を講じることが必要になります。また変化が激しいインター

ネット業界において当社の業況推移を適時経営判断へと反映させていくための

内部管理体制の充実が今後一層重要となってくると考えます。こうした観点か

ら、システム投資並びに開発の強化を進め、内部管理体制の充実を図る方針で

あります。

　 (4)合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間について

　当社は平成21年３月31日に札幌証券取引所より、「合併等による実質的存続性

の喪失に係る猶予期間入り銘柄」の指定を受けております。その猶予期間は平

成25年３月31日までとなっており、当社といたしましては、その猶予期間内に

札幌証券取引所の新規上場に準じた審査を通過するよう、万全の体制で準備を

行ってまいります。
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　9. 財産及び損益の状況

（単位：千円）

区 分
第８期

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

第９期
自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

第10期
自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

第11期(当期)
自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売 上 高 423,882 331,561 1,494,965 918,650

営 業 損 失 101,154 115,725 104,500 95,928

経 常 損 失 126,074 111,592 113,402 109,183

当 期 純 損 失 352,859 132,276 204,129 103,573

１株当たり当期純損失 45,696円04銭 13,514円16銭 10,806円97銭 10,290円47銭

総 資 産 590,668 414,048 428,340 187,939

純 資 産 498,139 362,260 247,672 78,130

10. 主要な事業内容

　アフィリエイト広告ネットワーク「ＡＡＡ（トリプルエー）」及びクリック課金

広告ネットワーク「MAIST（マイスト）」を運営するアドネットワーク事業、純広

告や検索連動型（リスティング）広告の販売と運用を行う広告代理事業、ソーシ

ャルアプリの開発と運営を行う自社メディア事業を中心として、モバイルを中心

としたインターネット広告事業に幅広く取り組んでおります。

11. 主要な営業所

　 （本社）東京都千代田区九段南３－８－11飛栄九段ビル

12. 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 18名 　 ３名増 30.0歳 2.4年

女 性 １名 　 ４名減 37.0歳 5.4年

合計又は平均 19名 　 １名減 30.3歳 2.5年

(注) 上記従業員数には、アルバイト２名及び契約社員１名は含まれておりません。
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13. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

なお、前事業年度末に親会社であったＳＥホールディングス・アンド・インキュ

ベーションズ株式会社は、平成22年４月12日より行われた自己株式の公開買付の結

果、同社の有する当社の議決権所有数はなくなり、同社は親会社に該当しないこと

となりました。

(2) 重要な子会社の状況

　 該当事項はありません。

14. 主要な借入先及び借入額

借 入 先 借 入 残 高

株式会社みずほ銀行 14,250千円

15. その他株式会社の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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Ⅱ. 株式会社の株式に関する事項（平成23年３月31日現在）

　1. 発行可能株式総数 75,000株

　2. 発行済株式の総数 19,508株

　3. 株主数 539名

　4. 大株主（上位10位）

株 主 名 持株数（株) 持株比率（％)

中 岡 元 志 1,080 11.82

マイルストーン・キャピタル・マネジメント㈱ 994 10.88

間 瀬 場 敦 606 6.63

西 澤 岳 志 559 6.12

斉 藤 毅 528 5.78

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 400 4.38

投 資 事 業 組 合 オ リ ッ ク ス 10 号 320 3.50

栗 巣 眞 和 278 3.04

㈱ Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 264 2.89

㈱ サ イ バ ー エ ー ジ ェ ン ト 240 2.62

岩 田 利 彦 240 2.62

㈱ Ｄ ｏ ｎ ｕ ｔ ｓ 240 2.62

(注) 当社は、自己株式10,369株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持
株比率は自己株式数を控除して計算しております。

　5. その他株式に関する重要な事項

　 (1)公開買付による自己株式の取得

　当社は、平成22年４月12日より自己株式の公開買付を実施し、10,865株（発行済

株式総数に対する割合は55.70％）の自己株式を総額76,055千円で取得いたしまし

た。

　 (2)ピージーオーの吸収合併による自己株式の処分

　当社は、平成22年９月10日を合併期日としてピージーオーを吸収合併し、これに

より合併対価として1,200株（発行済株式総数に対する割合は6.15％）の自己株式を

ピージーオーの株主に交付いたしました。
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Ⅲ. 株式会社の新株予約権等に関する事項

　1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

　 該当事項はありません。

　2. 当事業年度に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状

況

　 該当事項はありません。

　3. その他新株予約権等に関する重要な事項

　 (1)第７回新株予約権の発行

　平成23年１月31日開催の取締役会決議により、運転資金の増強のための資金調

達を目的として、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先

として、第７回新株予約権（第三者割当て）を平成23年２月15日に発行いたしま

した。

平成23年１月31日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数 140個

　 （新株予約権１個につき50株）

・新株予約権の目的である株式の数 7,000株

・新株予約権の払込金額 189,000円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 一株あたり6,800円

・新株予約権を行使することができる期間

　平成23年２月15日から平成25年２月14日まで

　 (2)第８回新株予約権の発行

　平成23年１月31日開催の取締役会決議により、当社業績改善のため一層の意欲

及び士気向上を目的として、当社取締役、従業員及び外部協力者を割当先として、

第８回新株予約権（第三者割当て）を平成23年２月15日に発行いたしました。

平成23年１月31日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数 1,500個

　 （新株予約権１個につき１株）

・新株予約権の目的である株式の数 1,500株

・新株予約権の払込金額 201,000円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 一株あたり7,510円

・新株予約権を行使することができる期間

　平成23年２月15日から平成25年２月14日まで

― 9 ―



Ⅳ. 会社役員に関する事項

　1. 取締役及び監査役の氏名等（平成23年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 大 林 浩 -

取 締 役 桐 生 直 裕 インターネット広告事業部長

取 締 役 堀 内 知 之 -

監 査 役
（常 勤）

森 俊 昭 -

監 査 役 高 木 秀 明 ＴＨアカウンティング代表

監 査 役 山 田 倬 三 -

(注)1.平成22年４月９日開催の臨時株主総会終結の時をもって取締役篠﨑晃一氏と監査役佐多俊一氏
が辞任し、後任として桐生直裕氏が取締役に、高木秀明氏が監査役にそれぞれ就任いたしまし
た。

　 2.平成22年６月17日開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役廣岡穣氏が辞任し、後任とし
て山田倬三氏が、監査役に就任いたしました。

　 3.平成22年11月30日をもって、取締役富樫憲太郎氏が辞任いたしました。
　 4.森俊昭氏、山田倬三氏は社外監査役であります。
　 5.監査役森俊昭氏は、上場企業において長年にわたる経理業務の経験を有しており、また監査役

高木秀明氏は財務会計コンサルタントであり、共に財務、会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

　 6.監査役森俊昭氏、山田倬三氏は、札幌証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生
じるおそれのない独立役員であります。

　 7.取締役桐生直裕氏は平成23年４月１日より取締役インターネット広告事業部長から取締役アド
ネットワーク事業部長に役職を変更しております。

　2. 取締役及び監査役の報酬等の額

人 数 報酬等の額

取締役 　４名 17,410千円

監査役 　４名 6,000千円

(注)1.上記には、平成22年６月17日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名、平成
22年11月30日に辞任した取締役１名に対する報酬等を含んでおり、また平成22年４月９日開催
の臨時株主総会終結の時をもって辞任した取締役１名及び監査役１名については無報酬である
ため含んでおりません。

　 2.上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与は7,040千円であります。
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　3. 社外役員に関する事項

　 (1) 監査役 森 俊昭

　 ①重要な兼職先と当社との関係

　該当する重要な事項はありません。

　 ②当事業年度における主な活動状況

　当事業年度開催の取締役会及び監査役会すべてに出席し、財務、会計、法律

に関する高い知見と、平成21年４月に吸収合併した株式会社モバイル・アフィ

リエイトを含め他の会社での８年間の監査役としての経験と知識から、適宜発

言を行っております。

　 (2) 監査役 山田 倬三

　 ①重要な兼職先と当社との関係

　該当する重要な事項はありません。

　 ②当事業年度における主な活動状況

　社外監査役就任後に開催された取締役会13回のうち12回、及び社外監査役就

任後に開催された監査役会13回のうち12回に出席し、他の上場企業での取締役

及び監査役としての経験と知見から、適宜発言を行っております。

　 (3) 責任限定契約の内容の概要

　当社と監査役森俊昭、山田倬三両氏は会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円又は同法第425条第１項

に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

　 (4) 社外役員の報酬等の総額

人 数 報酬等の額

社 外 役 員 の
報酬等の総額等

　３名 5,400千円

(注)1.上記には、平成22年４月９日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任した社外取締役１名及
び社外監査役１名については無報酬であるため含んでおりません。
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Ⅴ．会計監査人の状況

　1. 会計監査人の名称

　新日本有限責任監査法人

　2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 14,000千円

　3. 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

　4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障があるとき等、その必要があると

判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、次に掲げる監査役会の請

求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすること

といたします。

　監査役会は、会計監査人の職務に支障があるとき等、その必要があると判断し

た場合は、取締役会に、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的と

することを請求いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総

会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

Ⅵ．会社の体制及び方針

　業務の適正を確保するための体制

　当社は平成19年５月31日開催の取締役会において内部統制システムの基本方針

を決議しております。その概要は下記のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本方針を明確にする

ため、全役職員を対象とした行動指針として社員倫理規程を定め、それを全役

職員に徹底させる。

②コンプライアンス規程を定め、内部統制を推進する組織を設置するとともに、

リスク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。

③企業倫理を確立するために、役職員に対するコンプライアンスの研修を実施す

るとともに社員倫理規程の見直しを行う等、コンプライアンスの強化及び企業

倫理の浸透を図る。

④法令・諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とす

る社内報告体制として、社内担当者、社外の弁護士及び第三者機関等を直接の

情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用
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を行う。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い

適切に保存及び管理を行う。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理を統括する部門を経営管理部とし、リスク管理規程を定め、リスク

管理体制の構築及び運用を行う。

②各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統

括する部門へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし

て月１回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅

速に的確な意思決定を行う。

②取締役会の決定に基づく業務執行については、組織役職規程、業務分掌規程及

び決定権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細に

ついて定める。

(5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制及び取締役からの独立性に関する事項

　監査役の業務補助のため必要に応じて、監査役スタッフを置くこととし、人事

異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得るものとする。

(6)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役の監査が

実効的に行われることを確保する体制

①取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐

れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査

役に報告すべきものと定めた事実が生じたときは、監査役に報告する。また、

前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して

報告を求めることができることとする。

②監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握

するため、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使

用人にその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換

会を開催し、意思の疎通を図る。

③内部通報規程に基づき、適切な運用を維持することにより、法令違反その他の

コンプライアンス上の問題点について監査役への適切な報告体制を確保するも

のとする。

(注) 会議、規程等の名称について、平成19年５月31日開催の取締役会決議以後に変更されている場
合は、現在の名称を記載しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(平成23年３月31日現在)

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】 【 負 債 の 部 】

流 動 資 産 156,977 流 動 負 債 98,559

現 金 及 び 預 金 28,147 買 掛 金 76,197

売 掛 金 94,831 1年内返済予定の長期借入金 3,000

貯 蔵 品 53 未 払 費 用 10,517

前 払 費 用 8,208 未 払 法 人 税 等 281

未 収 入 金 28,048 前 受 金 5,122

そ の 他 1,294 預 り 金 1,782

貸 倒 引 当 金 △3,607 賞 与 引 当 金 1,035

そ の 他 623

固 定 負 債 11,250

長 期 借 入 金 11,250

固 定 資 産 30,962 負 債 合 計 109,809

（有 形 固 定 資 産） 5,538 【 純 資 産 の 部 】

工 具 器 具 備 品 5,538 株 主 資 本 77,740

（資 本 金） 100,000

（無 形 固 定 資 産） 20,097 （資 本 剰 余 金） 372,662

ソ フ ト ウ ェ ア 20,016 そ の 他 資 本 剰 余 金 372,662

電 話 加 入 権 81 （利 益 剰 余 金） △307,702

（投 資 そ の 他 の 資 産） 5,325 そ の 他 利 益 剰 余 金 △307,702

敷 金 4,336 　繰 越 利 益 剰 余 金 △307,702

破 産 更 生 債 権 等 9,050 （自 己 株 式） △87,219

そ の 他 989 新 株 予 約 権 390

貸 倒 引 当 金 △9,050

純 資 産 合 計 78,130

資 産 合 計 187,939 負 債 純 資 産 合 計 187,939

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 918,650

売 上 原 価 792,290

　売 上 総 利 益 126,359

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 222,288

　営 業 損 失 95,928

営 業 外 収 益

　 受 取 利 息 29

　 受 取 配 当 金 34

　 投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,666

　 そ の 他 149 1,878

営 業 外 費 用

　 支 払 利 息 97

　 自 己 株 式 取 得 費 用 10,668

　 新 株 予 約 権 発 行 費 3,533

　 そ の 他 834 15,133

　経 常 損 失 109,183

特 別 利 益

　 固 定 資 産 売 却 益 10,058

　 賞 与 引 当 金 戻 入 額 2,378 12,436

特 別 損 失

　 事 業 撤 退 損 1,612

　 固 定 資 産 除 却 損 4,924 6,537

税 引 前 当 期 純 損 失 103,283

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 290

法 人 税 等 調 整 額 - 290

当 期 純 損 失 103,573

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計その他
資本剰余金

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成22年３月31日残高 350,000 123,059 △204,129 △21,257 247,672

事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 - - △103,573 - △103,573

資本金の減少 △250,000 250,000 - - -

自己株式の取得 - - - △76,055 △76,055

合 併 - △397 - 10,093 9,696

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

- - - - -

事業年度中の変動額合計 △250,000 249,603 △103,573 △65,961 △169,932

平成23年３月31日残高 100,000 372,662 △307,702 △87,219 77,740

新株予約権 純資産合計

平成22年３月31日残高 - 247,672

事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 - △103,573

資本金の減少 - -

自己株式の取得 - △76,055

合 併 - 9,696

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

390 390

事業年度中の変動額合計 390 △169,542

平成23年３月31日残高 390 78,130

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

(継続企業の前提に関する注記)

　当社は、携帯アフィリエイト広告の大幅な需要減少により売上高が大幅に減少した

結果、営業損失95,928千円を計上し、連続して営業損失を計上しております。また、

重要なマイナスの営業キャッシュ・フロー113,253千円を計上したこと及び自己株式の

公開買付けにより多額の支出を行ったことにより、資金残高が大きく減少しました。

　当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おります。

　当社は下記対策を講じることにより、当該状況を解消又は改善してまいります。

　①スマートフォン広告分野での事業展開

　当社の属するモバイルインターネット業界では、予想を上回るスピードで携帯電話

ユーザのスマートフォン端末の機種変更が進んでおり、スマートフォンに対応する広

告需要が高まっております。当事業年度においてスマートフォン対応の広告ネットワ

ーク「MAIST（マイスト）」の売上が着実に拡大しており、平成23年4月よりスマートフ

ォンアプリシステムの販売を開始しております。このようなスマートフォン分野での

商材を提案することにより、さらなる売上拡大を目指してまいります。以上のような

スマートフォン分野への積極的な事業展開により、収益基盤の強化を図ってまいりま

す。

　②固定費の削減

　当事業年度において本社事務所の移転や諸経費の見直しを実施した結果、翌事業年

度以降の固定費が削減されますが、今後も引き続き固定費の削減を図ってまいります。

　③財務基盤の安定化

　スマートフォン分野への積極的な事業展開により営業収支の改善を図り、また、直

接金融も視野に入れた多様な資金調達を検討し財務基盤の安定化に努めてまいります。

　しかし、これらの対応策は一部実施途上にあり、現時点では継続企業に関する重要

な不確実性が認められます。

　なお、計算書類及びその附属明細書は、継続企業を前提として作成しており、継続

企業の前提に関する重要な不確実性の影響を計算書類及びその附属明細書に反映して

おりません。
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(重要な会計方針)
　1. 有価証券の評価基準及び評価方法

　 その他有価証券

時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。

　2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(1) 仕掛品 個別法

(2) 貯蔵品 最終仕入原価法
　3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 ①リース資産以外の有形固定資産

　
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８年～15年

工具器具及び備品 ３年～15年

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成20年４月１日前の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理を採用しております。

(2) 無形固定資産 リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における
見込利用可能期間（１～５年）による定額法を採用してお
ります。

　4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額
のうち当事業年度に帰属する部分の金額を計上しておりま
す。

　5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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(会計方針の変更)
　会計処理の原則又は手続きの変更

　（資産除去債務に関する会計基準）

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第21号 平成20年３月31日)を適用しております。

　当該変更による損益に与える影響はありません。

　（企業結合に関する会計基準等）

　当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12

月26日)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成

20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月

26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準

適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

　有形固定資産の減価償却累計額 29,456千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

　1.当事業年度の末日における発行済株式の数

　 普通株式 19,508株

　2.当事業年度の末日における自己株式の数

　 普通株式 10,369株

　3.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　 該当事項はありません。

　4.当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

　 目的となる当社株式の数 8,500株
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(税効果会計に関する注記)

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　 繰延税金資産

　 (1)流動資産

賞与引当金 421千円

貸倒引当金 1,239千円

　 小計 1,661千円

評価性引当額 1,661千円

　 計 -

　 (2)固定資産

繰越欠損金 292,977千円

投資有価証券評価損 12,606千円

減損損失 22,737千円

のれん償却費 3,881千円

貸倒引当金 3,683千円

　 小計 335,886千円

評価性引当額 335,886千円

　 計 -

繰延税金資産計 -

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外のファイナンス・リ

ース取引

（借主側）

　(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

期末残高
相当額

（千円）

工具器具備品 2,856 2,522 333

　(2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 351千円
１年超 -
計 351千円
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２ オペレーティング・リース取引（解約不能のもの）

（借主側）

　未経過リース料

１年内 7,699千円
１年超 8,704千円
計 16,403千円

(金融商品に関する注記)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用について短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀

行借入による方針です。なおデリバティブ取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されています。当

該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管

理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制をとっています。投資有価

証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、短期の運用に限るこ

とによりリスクを最小限に抑えております。

　営業債務である買掛金及び未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。また、

営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成

するなどの方法により管理しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。

２ 金融商品の時価等に関する事項

　平成23年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりです。

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 28,147 28,147 -

(2)売掛金 94,831 94,831 -

(3)未収入金 28,048 28,048 -

(4)買掛金 76,197 76,197 -

(5)未払費用 10,517 10,517 -

(6)長期借入金 14,250 14,128 △121
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金、(4)買掛金、(5)未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳

簿価格によっております。

(6) 長期借入金

　元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。

(注２)金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

１年内
１年超
５年内

５年超
10年内

10年超

現金及び預金 28,147 - - -

売掛金 94,831 - - -

未収入金 28,048 - - -

合計 151,027 - - -

(注３)長期借入金の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

１年内
１年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内

長期借入金 3,000 3,000 3,000 3,000 2,250

合計 3,000 3,000 3,000 3,000 2,250

(賃貸等不動産に関する注記)

　該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

　1.親会社及び主要株主等

(単位：千円)

属 性
会 社 等

の 名 称

議決権等

の所有(被

所有)割合

（％）

関 連 当 事 者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

(注1)
科 目 期末残高

- ＳＥホール

デ ィ ン グ

ス ・ ア ン

ド・インキ

ュベーショ

ンズ株式会

社

- -
(注2)

自己株式の取得

(注3)

69,055 - -

― 22 ―



(注） 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
　2.ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社は、当事業年度中に、当

社が実施いたしました自己株式の公開買付けに応募し、買付けが行われた結果、ＳＥホー
ルディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の保有する当社の議決権数はなく
なり、親会社に該当しなくなりました。

　3.取引条件及び取引条件の決定方針等
　 当該取引に係る条件については、市場価格その他当該取引に係る公正な条件を勘案して一

般の取引の条件と同様のものにて決定しております。

　2.子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

　3.同一の親会社を持つ会社等及びその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

　4.役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

属 性
会 社 等

の 名 称

議決権等

の所有(被

所有)割合

（％）

関 連 当 事 者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

(注1)
科 目

期 末 残 高

(注1)

役員 大林 浩 （被所有）

0.2

当社代表取締役

社長

当社の銀行借入

に対する債務被

保証

(注2)

15,000 １年内返済予

定の長期借入

金

長期借入金

3,000

11,250

主 要 株 主

が 議 決 権

の 過 半 数

を 自 己 の

計 算 に お

い て 所 有

し て い る

会社

株式会社ブ

レインネッ

ツ

- 広告の販売先 広告の販売

（注2)

9,335 売掛金 5,740

(注） 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。

　2.取引条件及び取引条件の決定方針等
　 当該取引に係る条件については、市場価格その他当該取引に係る公正な条件を勘案して一

般の取引の条件と同様のものにて決定しております。

(１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たり純資産額 8,506円42銭

2. １株当たり当期純損失 10,290円47銭

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

平成23年５月19日
　アキナジスタ株式会社

　 取締役会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 村山 憲二 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 窪寺 信 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、アキナジス
タ株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第１１期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類
及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立
場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の
結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
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追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、売上高が大幅に減少し

た結果、営業損失95,928千円を計上し連続して営業損失を計上している。また、

重要なマイナスの営業キャッシュ・フロー113,253千円を計上したこと及び自己

株式の公開買付けにより多額の支出を行ったことにより、資金残高が大きく減

少している。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認め

られる理由については当該注記に記載されている。計算書類及びその附属明細

書は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響

は計算書類及びその附属明細書に反映されていない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第１１期
事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　

１．監査役および監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況
及び結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監
査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正
を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第１００条第１項及び第
３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監
査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する
重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の
執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められ
ません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

　 平成23年５月19日

　 アキナジスタ株式会社 監査役会

常勤監査役 森 俊 昭 ㊞

監 査 役 高 木 秀 明 ㊞

監 査 役 山 田 倬 三 ㊞

(注)常勤監査役森俊昭及び監査役山田倬三は会社法第２条第１６号及び第３３５

条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　取締役５名選任の件

取締役３名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。経営体

制の一層の強化を図るため取締役２名を増員することとし、取締役５名の選任をお

願いするものであります。

取締役の候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

１
大林 浩

(昭和48年７月４日生)

平成11年４月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式
会社）入社

31株
平成17年８月 株式会社モバイル・アフィリエイト

入社 取締役就任
平成17年10月 同社代表取締役社長就任

平成21年４月 当社代表取締役社長就任（現任)

２
桐生 直裕

(昭和54年９月17日生)

平成14年12月 ＩＶＳテレビ制作株式会社入社

21株

平成18年７月 株式会社モバイル・アフィリエイト
入社

平成20年７月 同社広告代理事業部長就任

平成21年１月 同社執行役員就任

平成22年４月 当社取締役（現任）インターネット
広告事業部長就任

平成23年４月 当社アドネットワーク事業部長就任
（現任）

３
大﨑 隆

(昭和44年２月14日生)

平成６年４月 株式会社東芝入社

20株

平成11年３月 萩原税理士事務所入所

平成18年３月 株式会社モバイル・アフィリエイト
入社

平成19年３月 同社取締役経営管理部長就任

平成21年８月 株式会社アールエイジ入社

４
堀内 知之

(和52年10月21日生)

平成14年４月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式
会社）入社

100株

平成17年10月 株式会社モバイル・アフィリエイト
入社

平成18年12月 同社取締役兼アフィリエイト事業部
長就任

平成21年４月 当社取締役（現任）広告代理事業担
当兼アフィリエイト事業部長就任

５
冨田 賢

(昭和48年10月13日生)

平成９年４月 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・
アンド・カンパニー入社

－

平成11年２月 フューチャーベンチャーキャピタル
株式会社入社

平成15年４月 大阪市立大学大学院専任講師就任

平成17年９月 住友信託銀行株式会社入社

平成20年５月 株式会社ティーコネクション・ホー
ルディングス代表取締役社長就任
（現任）

平成21年３月 エウレカコンピューター株式会社取
締役就任（現任）
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(注)1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 2.当社は平成21年４月１日に株式会社モバイル・アフィリエイトを吸収合併しております。
　 3.冨田賢氏は社外取締役候補者であります。また札幌証券取引所が指定を義務付ける一般株主と

利益相反の生じるおそれがない独立役員の要件を満たしており、社外取締役に選任された場
合、当社は独立役員として指定する予定であります。

　 4.社外取締役の選任理由
　 冨田賢氏は、長年にわたる経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識をもち、また

経営者としての知見から、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、当社事業の発展及び
コーポレート・ガバナンス強化に大きく貢献して頂けると判断し、社外取締役として選任する
ものであります。

　 5.冨田賢氏が選任された場合、当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、冨田賢氏との間
において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときに限り、300万円または法令が定める金額のいずれか高い額を限度とす
る旨の責任限定契約を締結する予定であります。

第２号議案　監査役１名選任の件

当社監査役高木秀明氏は本定時株主総会終結の時をもって辞任する予定でありま

す。これに伴いその補欠として当社監査役に就任すべきものとして、新たに１名の

選任をお願いするものであります。なお、選任された場合の任期につきましては、

当社定款第31条の規定により、前任者の任期の満了すべき時までといたします。

なお本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は、次の通りであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

金田一 喜代美

(昭和37年11月20日生)

昭和63年４月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人ト
ーマツ）入社

-
平成２年７月 石井公認会計士事務所 入社

平成13年10月 ウインテスト株式会社監査役 就任（現
任)

平成20年６月 株式会社平安レイサービス監査役 就任
（現任)

(注)1.金田一喜代美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 2.金田一喜代美氏は社外監査役候補者であります。また札幌証券取引所が指定を義務付ける一般

株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員の要件を満たしており、社外監査役に選任され
た場合、当社は独立役員として指定する予定であります。

　 3.社外監査役の選任理由
　 金田一喜代美氏は、税理士であり、財務、会計、税務に関して高い知見を有しており、また新

興上場企業の監査役の経験もあり、当社の監査体制強化に大きく貢献して頂けると判断し、社
外監査役として選任するものであります。

　 4.金田一喜代美氏が選任された場合、当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、金田一喜
代美氏との間において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつ
き善意でかつ重大な過失がないときに限り、200万円または法令が定める金額のいずれか高い
額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

所在地：東京都千代田区九段北4丁目2番25号

　 アルカディア市ヶ谷 ７階白根

交 通：J R 市ヶ谷駅より徒歩約２分

　 地下鉄 有楽町線・南北線・新宿線市ヶ谷駅より徒歩約

　 ２分
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